
>> 第２次鶴岡市総合計画 見直しのポイント

加速化アクション 施策の方向（大綱の記載箇所） 主な施策・取組例

①
若
者
・
子
育
て
世
代
に
選
ば
れ
る

ま
ち
づ
く
り

子どもを産
み育てやす
い環境の
充実

安心して妊娠・出産・子育てができ
るきめ細やかな支援 （２（１）ア）

・R5から特定不妊治療の市独自の助成事業を実施しました

・妊婦や低年齢期の家庭を対象とした伴走型相談支援を
行います

医療費・保育料・給食費の無償化な
ど子育て世帯の負担軽減 （２（1）イ）

・R5に子どもの医療費の無償化を18歳まで拡大しました

・学校給食費のさらなる負担軽減を検討します

放課後の子どもの居場所づくり
や子どもの遊び場の整備 （２（1）
エ）

「こどもまんなか」社会の実現に向けて、子どもへのア
ンケート実施、保護者からの意見聴取を基に、老朽化施
設等への対応、遊び場の整備を推進します

若者の地
元回帰・定
着の促進

奨学金返済支援制度などによる地
元回帰・就職の促進 （３（１）カ）

「つるおかエール」による経済的支援に加えて、地域との繋
がりを深め、地元回帰や定着を促す取組を実施します

「働く場所」として選ばれる地域づく
り （５（３）ア）

若者地元定着・回帰促進事業、キャリア教育等を実施し、
地元企業の採用力のさらなる向上を支援します

教育環境
の充実

適正な教育環境の整備
（３（１）エ）

鶴岡型小中一貫教育基本計画を踏まえ、子どもにとって
望ましい学校のあり方を調査・検討します

読書活動の奨励・推進 （３（２）オ）、
給食施設の整備（３（6）イ）

・図書館の整備・運営についての構想を策定します
・新学校給食センターについて整備を進めます

・社会経済情勢の変化や新型コロナウイルス感染症（ポストコロナ）を踏まえ、市民意識の変化や
地域の実態、課題などを明確化
・これまでの施策の点検評価を行い、施策の方向性など総合計画審議会や専門委員会、地域振興
懇談会、庁内等での議論を反映
・対話の場や、デジタルを活用したアンケート、参加者自らの学びや気づきに繋がるような勉強会、
市民ワークショップなどにより、市民目線を重視

５つの加速化アクション（後期基本計画の推進に当たっての視点）

・現状に対応し、めざす都市像の実現のため特に重視すべき視点を設定。今後の基本的方向性を明確化

・「施策の大綱」や「未来創造のプロジェクト」を更に加速化して推進するため、特に重視すべき視点を

「５つの加速化アクション」として位置づけ、施策の考え方に反映

・特に優先的かつ重点的に取り組むべき課題として紐づけ、関連施策を重点的・横断的に推進

■「５つの加速化アクション」として位置づける施策・取組例



加速化アクション 施策の方向（大綱の記載箇所） 主な施策・取組例

②
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都
市
の
実
現

誰もが安心し
て暮らせる包
括的支援体制
の整備

持続可能な地域医療提供体制の確保
（２（６）ア）

地域の医療提供体制の持続・発展のため、地
域医療の機能分化・連携強化を促進します

住民の参画と協働による誰もが支え合
う地域共生社会の実現（２（3）ア）

重層的な相談支援体制を構築するとともに、
災害時に自ら避難することが困難な要支援者
を把握し、平時からの支え合いを推進します

障害者の地域生活支援の環境整備と医
療的ケアの充実（２（４）ア）

医療的ケア児及びその家族に対する支援を行
います

多文化共生の
推進

国際化推進プランに基づく多文化共生
のまちづくりと国際化の推進 （３（８）
ア）

やさしい日本語を含む多言語支援、生活相談
の充実と、市民が異文化を学び・触れる機会を
創出します

資源循環型社
会の形成

地球温暖化対策、二酸化炭素削減目標
の実現 （１（６）ア）や、ごみ減量・資源化
の推進（１（7）ア）

・地球温暖化対策実行計画を見直し、地域ぐる
みの取組を推進します
・ごみの発生抑制と資源化を推進します

③
産
業
振
興
と
人
材
育
成

農業の生産拡
大・所得向上
と担い手の育
成

域外や他業種からの新規参入者や農業
を志す女性等、多様な担い手の育成・確
保 （４（１）ア）

鶴岡市新規就農者受入協議会及びSEADSの
新規就農・地域定着機能の充実により、担い手
の育成確保を推進します

つるおかアグリプランに基づく農業産
出額拡大と付加価値向上・販路拡大
（４（３）ア）

・ﾕﾈｽｺ食文化創造都市、鶴岡産農産物の魅力
を国内外に発信し、販路拡大を図ります

・在来作物の生産を支援し、販路の確保や種
の継承を図ります

中小企業支援
と産業人材育
成・確保

企業の成長力と競争力強化 （５（１）ア）
労働力不足の解消や生産性の向上、事業の高
度化などに資する取組を支援します

企業・事業所の立地・投資促進 （５（１）
イ）、起業・創業環境の充実（５（３）イ）、
中小企業等の経営安定支援（５（１）エ）

・新産業団地整備を推進し、企業立地を促進し
ます
・創業支援体制等の強化により地域全体のビ
ジネス力を向上させます
・中小企業や小規模事業者の経営安定を支援
します

④
交
流
人
口
の
創
出
・
拡
大

中心市街地の
活性化

中心市街地への多様な商業・サービス
機能の集積促進 （５（２）ア）

中心市街地将来ビジョン・中心市街地活性化
基本計画に基づき今後のまちづくりを推進し
ます

戦略的な観光
の展開

鶴岡ならではの魅力を活かした観光地
域づくり、インバウンド誘客の推進 （５
（５）ア）

DEGAMの機能強化、中期観光戦略プランによ
りインバウンド誘客、認知度の向上を図りま
す

移住・定住の
促進

鶴岡ならではの魅力ある暮らしの発信
等による移住・定住の促進 （１（５）ア）

ＵＩターンを希望する方の不安を軽減するた
め、相談業務や情報発信に関する専門職員の
配置・対応により、移住・定住を促進します

⑤
総
合
的
な
デ
ジ
タ
ル
化

戦
略
の
推
進

デジタルワン
ストップ

市民に寄り添った窓口サービスの推進、
デジタル化によるサービス改善 （１（９）
ア）

マイナンバーカードを活用した各種証明のコ
ンビニ交付やキャッシュレス決済など、窓口
サービスを改善します

ヘルスケア
デジタル技術を活用した保健指導 （２
（２）ア）や、子育て支援サービスの充実
（２（１）ウ）

デジタルを活用した保健指導や各種子育て
サービスの情報発信に努め、サービスの利用
を促進します

防災
デジタル技術を活用した防災体制の強
化（１（２）ア）

緊急速報メールやスマートフォンなどのＩＣ
Ｔを活用した避難情報などを的確かつ迅速に
伝達できる体制を整備します

事務手続、業
務効率化

デジタル化による事務手続きの簡素化
やサービスの充実 （６（２）ウ）

ペーパーレス化、業務のフリーアドレス化等
による効率化を促進します
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